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第２章　生活環境の保全と創造

　景観は、 地域の自然、 歴史、 文化や日常の様々

な活動の結果として形成されるものです。

　そのため、 良好な景観を形成するためには、 自然

や歴史的な景観の保全や利活用だけでなく、 私たち

が暮らす地域の景観を創造し、 そのための活動を育

成するとともに、 阻害要因を除去する取り組みも重要

になります。

(1)　景観条例に基づく施策

　県では、 平成５年に制定した景観条例に基づき、

大規模行為 （一定規模以上の建築や土地の形質変

更など） の届出などにより、 良好な景観づくりを進め

ています。 平成22年度には278件の届出がありまし

た。

(2)　市町村を中心とする景観行政の取り組み

　景観形成の取り組みは地域に根ざした活動が重要

であるため、 市町村が、 景観法に基づく景観行政団

体になって、 景観計画を策定して積極的に景観施

策を展開することが望まれます。

　平成22年度には、 新たに２町村が景観行政団体に

なり、 右上の11市町村が景観法の下で景観行政に

取り組んでいます。

(3)　補助金の交付

　市町村が景観計画の策定や世界遺産の緩衝地帯

を設定するための経費の一部を補助しており、 平成

22年度には、 甘楽町と嬬恋村に交付しました。

　都市公園は多目的な機能を持つ、 都市の重要な

生活基盤です。

　平時は緑あふれる県民の交流拠点として、 自然と

のふれあいやレクリエーション施設を通じて児童や青

少年をはじめとする県民の心身の健康の維持増進に

寄与し、 住み良い生活環境を整えています。

　また、 災害時には避難所としての機能はもちろん、

復旧 ・救援の拠点としても都市住民の安全を確保す

る重要な役割を果たしています。

　平成22年度の都市公園事業は、 県立公園として

「つつじが岡公園」のリニューアル整備を進めたほか、

敷島公園や群馬の森等、 既に開園している都市公

園において、 公園施設の改修や遊具の設置工事を

行いました。

　また、 市町村の都市公園事業として、 前橋市の前

橋公園や高崎市の観音山公園をはじめ、 ５市２町の

17か所で公園整備を実施しました。

　本県の都市公園の整備状況は、 平成22年３月末

現在で1,376か所、 1,953haが供用開始しており （榛

名 ・ 妙義公園を除く）、 都市公園区域内の一人当た

りの都市公園面積は10.65㎡／人で、 平成21年３月

末に比べると約0.5㎡／人の増加となっています。

第４節　快適な生活環境の創造

１　景観の保全と形成 

２　都市公園

市町村 景観行政団体 景観計画 景観条例

伊勢崎市 H17.5.9 H19.  3策定 H20.  4施行

富岡市 H17.12.22 H20.12策定 H21.10施行

高崎市 H18.1.23 H21.  3策定 H21.  6施行

太田市 H19.9.1 H22.  4策定 H23.  1施行

板倉町 H20.8.1 H22.  6策定 H22.10施行

前橋市 H21.4.1 H21.10策定 H22.  7施行

中之条町 H21.8.14 H22.  9策定 H23.  1施行

草津町 H21.12.1 H23予定 H23予定

高山村 H22.3.9 H23.  3策定 H23.  4予定

甘楽町 H22.9.1 H23.  1策定 H24.  4予定

川場村 H22.10.28 H22.10策定 H22.11施行
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「育樹」 って？コラム

　森林や緑は、 清らかな水やおいしい空気を育み、

国土保全や地球温暖化の防止等さまざまな機能を持

ち、 私たちの豊かな生活を支え、 多くの恵みを与え

てくれます。

　緑化は従来から家庭や地域、 市町村で取り組まれ

ていますが、社会情勢の変化とともに、県民や行政、

NPO法人等が一緒に、 あるいは役割を分担して緑

化 ・ 森林整備の展開を図る取り組みもなされてきて

います。 県では、 森林や緑の持つ公益的機能を十

分に発揮させ、 緑豊かで暮らしやすい生活環境づく

りを推進するため、 植樹祭等各種イベントを開催する

とともに、 巨樹 ・ 古木の樹勢回復や緑化センター運

営等の諸事業を実施し、 緑化技術等の普及啓発や

緑化思想の高揚を図るとともに、 身近な環境の緑づ

くりを推進しました。

３　緑化の推進

下刈り

苗木の生育を妨げる雑草や低木を

刈り払います。

間伐

苗木が成長し混んできた森林をち

ょうどよく間引きするため、 生育の

良くない木などの一部を伐採しま

す。

枝打ち

樹木の発育を促し、 良材を作るた

めに樹木の下枝を切り落とします。

図２－２－４－１　一人あたりの都市公園面積の推移（都市計画区域内）
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　森林は、 木をつくり、 災害を防ぎ、 清らかな水を貯え、 生物を育み、 二酸化炭素を吸収するなどの働きにより、

私たちのくらしや文化を守り、 安らぎを与えてくれます。

　首都圏の水源地域に位置する本県の森林は、 流域に暮らす多くの人たちの安全で安心な生活を支えている大

切な財産で、 長い年月をかけ親から子へそして孫へと世代を超えて、 元気に育てていく必要がありますが、 植林

した森林では、 その成長に応じて適切な 「手入れ」 を行うことが欠かせません。 このような森林を健全に育成す

るために必要な手入れを行うことを 「育樹」 といいます。

木を健全に育てる育樹作業～森の手入れ～
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（1） 有機リン系農薬とは

　有機リン系農薬とは、 炭素と水素から成る有機基に

リンが結合した構造をもつ農薬で、 主に殺虫剤として

広く使われています。

　有機リン系殺虫剤は、 神経伝達物質であるアセチ

ルコリンを分解する酵素アセチルコリンエステラーゼ

の働きを阻害することで、 昆虫や哺乳動物に対し毒

性を示し、 残留性は一般的に低いとされています。

（2） 有機リン系農薬の空中散布による人の健康へ

の影響

　有機リン系農薬は、 最近の研究などで慢性毒性の

危険性や子供に及ぼす影響等が指摘されています。

　特に、無人ヘリコプターによる空中散布においては、

地上散布と比較して、 高濃度の農薬 （通常1000倍

程度に希釈して散布するところ、 ８倍程度で散布）

を細かい粒子で散布します。 そのため、 農薬成分が

ガス化しやすく、 呼吸により直接体内に取り込まれる

ため、 農薬を経口摂取する場合に比べ、 影響が強

く出る可能性があると言われています。

　慢性中毒では免疫機能の低下や自律神経症状な

どが現れることがあります。

（3） 県の対応

　現在は、 有機リン系農薬の空中散布を規制する法

的根拠はありませんが、 有機リン系農薬に代わる薬

剤の使用が可能であることや、 速やかに対応すべき

であるとの判断などから、 平成18年６月に、 関係団

体に対し、 無人ヘリコプターによる有機リン系農薬の

空中散布の自粛を要請しました。

　その結果、 関係者の理解を得ることができ、 平成

22年度も平成21年度に引き続き、 無人ヘリコプター

による有機リン系農薬の空中散布は実施されません

でした。

（4） 無人ヘリコプターによる空中散布の実施状況

　無人へリコプターによる最近の空中散布の実施状

況は表2－2－4－1のとおりです。

４　有機リン系農薬の空中散布の自粛要請

表２－２－４－１　無人ヘリコプターによる空中散布の実施状況

実施市町村数 延べ面積　　　　　　　　　　　　単位：ha

うち有機リン農薬散布 うち有機リン農薬散布 比率

平成17年度 11 5 2,409 1,139 47%

平成18年度 6 0（注） 840 0 0%

平成19年度 6 0 470 0 0%

平成20年度 5 0 280 0 0%

平成21年度 5 0 425 0 0%

平成22年度 5 0 412 0 0%

（注）前年度に有機リン農薬を使用していた５市町のうち、２市町が有機リン系以外の農薬に変更し、３市町が無人ヘリ防除自体を中止した。

（1） 公害防止管理者等制度

　特定工場における公害防止組織の整備に関する

法律により、 製造業等で公害を発生するおそれのあ

る施設が設置されている工場には、 公害防止の仕事

をまとめる公害防止統括者、 公害防止の専門知識

や技能を持った公害防止管理者及び公害防止主任

管理者を選任することを義務付け、 企業内での公害

防止の自主管理体制の整備の強化を図っています。

　さらに、 特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律の適用を受けない工場においても、 大気

汚染や水質汚濁等公害の発生源となるおそれのある

工場には、群馬県の生活環境を保全する条例により、

公害防止責任者の設置が義務付けられています。

　本県では、 環境月間において公害防止管理者等

選任工場を対象に公害防止総点検運動を実施し、

公害防止意識の高揚を図りました。

（2） 産業環境保全組織

　産業公害を防止するために、 公害防止管理者等

が設置された工場又は事業場が会員となり、 県内10

地区に産業環境の保全に関する連絡協議会が、 自

主的に組織され、 550会員が加入しています。

５　公害防止組織
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　公害に係る紛争では、 司法制度による解決以前に

簡易迅速な行政的解決を図るため、 昭和45年に公

害紛争処理法が制定され、 公害紛争処理制度が確

立されました。

　この法律に基づき、 公害等調整委員会及び都道

府県公害審査会等においては、 公害紛争について

のあっせん、 調停、 仲裁及び裁定の制度を設けて

います。

　また、 公害苦情相談員制度を設けることによって、

苦情の適切な処理を図っています。

（1） 公害審査会

　昭和45年11月に設置された公害審査会における最

近の調停事件の状況は表2－2－4－2のとおりです。

　また、 各地区の協議会及びその他の関係団体によ

り、 群馬県産業環境保全連絡協議会が組織されて

います。 これらの協議会では、 環境保全活動事例

発表会や研修会、 会員相互及び行政機関との情報

交換 ・ 交流事業などを行い、 より良い環境づくりに

努めています。

６　公害紛争処理 ・公害苦情

表２－２－４－２　調停事件一覧（平成以降）

事　　件　　名 終結年月 終結区分 事 件 の 概 要

平成２年（調）第１号事件 ５年２月 打切り
板金工場の騒音、 悪臭等による被害に対する慰謝料及び施設

改善等要求

平成２年（調）第２号事件 ４年４月 打切り
産業廃棄物処理施設に係る車両の出入りに伴う騒音、 振動等による

被害に対する慰謝料及び音量制限等請求

平成２年（調）第３号事件

平成３年（調）第１号事件（調

停参加申立事件）

４年１月 取下げ
ドライクリーニング工場の騒音、 悪臭等による被害に対する施設改善

等請求

平成３年（調）第２号事件

平成３年（調）第４号事件（調

停参加申立事件）

５年５月 取下げ 鉄骨工場の騒音に対する施設改善及び操業時間制限要求

平成３年（調）第３号事件 ５年11月 打切り
産業廃棄物処理業者等に対する産業廃棄物不法投棄に関する損害

賠償請求

平成４年（調）第１号事件 ５年10月
調停

成立

鍍金工場のガス、 悪臭等による被害に対する損害賠償、 慰謝料請

求及び操業停止要求

平成５年（調）第１号事件 ６年３月 打切り
ゴルフ場建設に伴い、 将来発生するおそれがある被害等を防止する

ための建設差止め要求

平成８年（調）第１号事件 ８年５月 打切り
ゴルフ場建設に伴い、 将来発生するおそれがある被害等を防止する

ための計画変更要求

平成８年（調）第２号事件 ９年７月 打切り
墓地建設に伴い、 将来発生するおそれがある被害等を防止するた

めの建設差止め要求

平成９年（調）第１号事件 ９年12月 打切り
自動車修理工場の騒音、 悪臭による被害に対する防止対策と作業

時間の制限要求

平成10年（調）第１号事件 11年６月 打切り
工場の冷却塔等の騒音に対する防音対策及びダイオキシン対策とし

て焼却炉の運転停止等要求

平成15年（調）第１号事件平

成15年（調）第２号事件（調

停事件の併合）

17年１月 打切り
養豚場からの糞尿が地下浸透して、 杉を枯らしたことについての損害

賠償請求等

平成17年（調）第１号事件 18年６月 打切り
織物工場からの震動により健康被害を受けているとして、 震動低減設

備の設置等要求

平成20年（調）第１号事件 21年１月 打切り
モーターレジャー施設からの騒音により健康被害を受けているとして、

騒音の発生源についての事業方法・施設の改善等要求

平成21年（調）第１号事件 21年10月 打切り

隣家の自然冷媒ヒートポンプ給湯機から発生する低周波音等により、

健康被害等を受けているとして、 当該給湯機を申請人の迷惑になら

ない場所へ移設するよう要求

平成23年（調）第１号事件 － －
水路工事の不良及び道路の振動により、 擁壁及びブロック塀にひ

びが入ったなどとして、 損害賠償等を請求
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第２章　生活環境の保全と創造

（2） 公害苦情相談員

　公害に関する苦情は、 地域に密着した問題である

とともに、 公害紛争に発展する可能性もあるため、

迅速な処理が必要となります。

　このため、 昭和45年11月に群馬県公害苦情相談

員設置要綱を制定し、 関係する地域機関に公害苦

情相談員が、 住民からの苦情相談に応じ、 苦情の

解決のために必要な調査、 指導及び助言等を行っ

ています。

　公害苦情相談員は、 以下の地域機関に合計32名

が設置されています。

　●環境事務所及び環境森林事務所

　●農業事務所

　 ・ 農業振興課

　 ・ 家畜保健衛生課

　●土木事務所

（3） 公害苦情の状況

　平成22年度において公害苦情相談員及び市町村

の公害担当課で、 新規に受理した公害苦情の件数

は1,564件でした。

（平成22年度の数値は、 公害苦情調査における平

成23年４月1日現在の集計値を用いています。）

　典型7公害に関する苦情を種類別にみると、 大気

汚染 （458件）、 悪臭 （179件）、 水質汚濁 （157件）

の順となっています。

　苦情を受付機関別にみると、 市町村での受付が

87.4％、 県での受付が12.6％となっています。

　なお、 処理にあたっては、 関係機関との連携によ

り対応しています。

　法律及び県条例により、 どんど焼きや農作物の病害虫予防、 一般家庭でのごく少量の焼却など一部の例外を

除いて、 構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合以外の廃棄物の焼却は、 原則禁止されています。 穴

を掘っての焼却や、 ドラム缶 ・ ブロック積みでの焼却はできません。

　焼却行為は、 付近の住民の方に迷惑をかけ、 環境に負荷を与えることになります。 一般廃棄物は市町村の指

示に従い、 また、 産業廃棄物は許可業者に依頼するなど、 適正に処理することが大切です。
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（1） 豊かな自然環境に育まれたわが国の文化財

　わが国の文化財は、 豊かな自然環境のもとで長き

にわたる先人の営みによって形作られてきました。 文

化財保護行政の目指すところは、 有形無形の様々

な文化遺産とそれらが守り伝えられてきた事実を、 そ

の環境とともに後世に伝えていくことにあります。国 ・

県 ・ 市町村は、 それらのうち特に重要なものを法的

に保護し、 またその質と価値を高めるための保存整

備をおこなっています。 これによって、 文化財の価

値を正確に分かりやすく社会に還元することができ、

人々の地域に対する理解と関心の深化へと繋がって

いきます。

　文化財保護に関する近年の特徴としては、 単体の

文化財のみならず周辺の歴史景観や環境も保護し

整備する方針が打ち出されたこと、 そして文化財を

生かした地域づくりの取り組みがしやすいように法制

度も整備されたことが掲げられます。 これによって、

歴史 ・ 文化と環境を重視した、 総合的な地域づくり

の取り組みが各地で始まりつつあります。 市町村にと

っては、 こうした取り組みが地域の振興や再生への

有益な手段として、 今後の施策の柱となっていくもの

でもあります。

（2） 自然環境の保護に結びつく文化財の保護

ア　名勝 ・天然記念物

　文化財のうち、 名勝 ・ 天然記念物は自然環境

及び自然景観の保護に直結しています。

　現在、県で指定する名勝 ・天然記念物としては、

動物繁殖地や植物など計100件にのぼっていま

す。

　また､国の名勝 ・ 天然記念物には24件が指定さ

れ、 名勝妙義山や楽山園 （甘楽町）、 特別天然

記念物の尾瀬等々、 内容は多岐にわたります。

日本列島中央部に位置する本県は、 山岳地帯と

平野部からなり、 変化に富んだ地形及び気候条

件のもと、 全国的に特筆すべき名勝 ・ 天然記念

物の宝庫と言えます。

イ　史跡、 重要文化財及び登録有形文化財建造物

の保護

　現在県内には、史跡は国指定46件、県指定85件、

重要文化財 （建造物） は国指定21件、 県指定53

件、国登録有形文化財 （建造物） が301件所在し、

それぞれ歴史景観が保たれています。 また一部で

史跡公園等に整備され、 学習及び憩いの場ともな

っています。 これら県内の国 ・県指定の史跡等に

は、 広大な領域が指定され、 自然景観が展開す

る例も少なくありません。 広大な領域を有し、 自然

環境と歴史景観が共存している例として、 岩宿遺

跡や金山城跡などがあります。 また山間地に重要

文化財の仏堂や社殿が佇み、 周囲の自然環境と

調和した歴史的風致が守られている例として、 妙

義神社や榛名神社などがあります。 近代の文化遺

産も、国重要文化財の碓氷峠鉄道施設 （安中市）

や国登録文化財のわたらせ渓谷鐵道関連施設

（桐生市 ・みどり市） は山間地の自然の景観の中

に溶け込んでおり、 国史跡 ・ 国重要文化財の富

岡製糸場や国登録文化財の桐生市内の織物工場

の建物などは、 それぞれ今後のまちづくりの核とな

る歴史景観を形成しています。

ウ　文化的景観および伝統的建造物群の保護

　ａ　文化的景観

　人々の生活又は生業、 地域の風土の中で形

成された景観で、 わが国の国民の生活 ・ 生業

の理解のために不可欠のものです。 日常の風

景として見過ごされがちでしたが、 棚田や水郷

など自然と人との調和の中で長い年月をかけて

形成されてきた価値ある景観です。 県内では板

倉町において利根川 ・ 渡良瀬川合流地域の水

場景観に対する保護の取り組みを開始しており、

23年１月には国の重要文化的景観への選定の

申し出を行いました。県もこれを支援しています。

　ｂ　重要伝統的建造物群保存地区

　町並みや農村集落など歴史的建造物が群とし

て良好に保存された場所です。 県内には１件所

在します。 中之条町 （旧六合村） 赤岩地区で、

養蚕農家集落、 墓地、 宮、 耕作地、 山林など

で構成されます。 平成22年度、 中之条町に対

し保存修理事業に補助を行っています。

＜平成22年度指定等文化財保存事業に対する補助＞

　国及び県指定文化財を良好な状態で保存するた

めの事業や、 学習や憩いの場として活用するための

整備事業に対し、 平成22年度は文化財保存修理等

事業に対し補助を行いました。

　ａ　県指定文化財

　11件の保存修理、 保護養生及び案内板設置

等整備活用事業に対し補助金を交付しました。

　ｂ　国指定文化財

　14件の保存修理及び整備活用事業に対し補

助を実施するとともに、 ７件の史跡等買上げ事

業に対し、 補助金を交付しました。

７　歴史的 ・文化的遺産と自然景観の保全
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　ｃ　防災設備保守点検等事業

　個人･法人が所有する８件の建造物の防災保

守点検等に対し補助を行いました。

　ｄ　埋蔵文化財調査

　15市町村が行う埋蔵文化財発掘調査に対して

補助を実施するとともに、 ３件の埋蔵文化財保

存活用整備事業に対し補助金を交付しました。

（3） 指定等文化財に対する施策

　文化財保護課では、 県内文化財の保護 ・ 管理の

ため、 主に次の各種業務をおこなっています。

ア　史跡の保護 ・管理

　県内に所在する国の史跡のうち、 史跡観音山古

墳 （高崎市） 及び史跡上野国分寺跡 （高崎市 ・

前橋市） については県で管理運営を行っていま

す。

イ　文化財パトロール

　国 ・ 県指定等文化財及び重要な埋蔵文化財包

蔵地の維持管理に万全を期するため、 県で委嘱

した文化財保護指導委員 （平成22年度 ： 31名委

嘱） が定期的に巡視し、 保存状態を確認し県に

報告します。 報告は、 県において保存修理事業

計画立案の際の資料とします。

ウ　群馬県文化財保護審議会の運営

　県文化財保護審議会では、 県内文化財の保存

及び活用等に関する重要事項についての調査 ・

審議をおこなうほか、 県内文化財のうち特に重要

なものについては県の指定文化財とするよう、 県

に対し答申をします。

エ　開発関連埋蔵文化財試掘調査

　国 ・ 県及び国県が設立した公社公団が実施す

る開発に対し調整をおこないます。 埋蔵文化財の

所在や範囲を確認するために工事前に試掘調査

を実施します。 平成22年度は県内各地で48件実

施しました。

オ　文化財保護に係る諸手続

　国県指定文化財の移動、 現状変更許可申請、

き損届 ・ 復旧届などに係る諸手続き、 未指定文

化財の国または県指定への手続きや既指定文化

財の追加指定手続き、 埋蔵文化財包蔵地への開

発及び発掘調査にかかる手続き、 刀剣に係る審

査及び手続き等を行います。

（4） 歴史まちづくりへの支援

　近年、 歴史 ・ 文化を生かした地域づくりを実現す

るための制度が整備されつつあります。

　平成20年、 文化庁 ・ 国土交通省 ・ 農林水産省の

三省庁共管により、 歴史まちづくり法 （正式名称 ：

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する

法律） が施行されました。 人々の伝統的な活動と、

歴史的建造物 （国指定文化財が条件） 及びその周

囲が一体となった良好な環境 （歴史的風致） を維

持向上させ、 後世に継承できるまちづくりを国が支

援するものです。 この法律により、 核となる文化財と

その周辺もあわせて整備することが可能となり、 景観

の乱れを修景するなど周辺環境が維持がしやすくな

りました。 県内では甘楽町において、 国指定文化財

及び周辺の関連文化財を含めた広域の景観の整備

を検討するなどの取組みが開始され、 県もこれを支

援しています。
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世界遺産登録に向けて 「富岡製糸場と絹産業遺産群」コラム

　世界遺産とは、「未来へ引き継ぐ地球のたからもの」

として、 世界遺産条約に基づき 「世界遺産一覧表」

に記載された文化財や自然環境のことをいいます。

世界遺産は、 市町村と県と国が協力して保存管理し、

その周辺の環境や景観も景観条例等により保全措置

が講じられます。

　「富岡製糸場と絹産業遺産群」 が世界遺産に登録

されれば、 大切な文化財とその周辺環境が守られる

とともに、 群馬県の誇り高き歴史や先人の英知も語り

継がれるでしょう。

富岡製糸場－世界遺産登録に向けて


